
令和５年度における宮城県長期欠席状況調査（公立小中学校）の結果について

１　調査の趣旨

　令和５年度における児童生徒の長期欠席の状況等を調査・分析することにより、不登校児童生徒等支援

に向けた実効性のある施策の立案につなげていくものとする。

　　〇　県内全公立小中学校（仙台市を除く）　　359校

　　　　・小学校　　　231校（義務教育学校【前期課程】を含む）

　　　　・中学校　　　128校（義務教育学校【後期課程】を含む）

４　回答方法

　　児童生徒調査、学校調査ともに質問紙法による学校の回答

　　（児童生徒調査については、担任をしていた教師等の見立ての回答）

５　調査結果の概要

（１）長期欠席状況の概要について

２　調査対象期間

　　令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

３　調査対象（令和５年５月１日現在）

（１）児童生徒調査

〇長期欠席した児童生徒は、令和４年度と比較して小学校で608人増加し、中学校では299人増加してい

   る。

〇小学校では、令和４年度と比較して病気欠席が369人増加、不登校が676人増加し、その他が179人減少

   している。

〇中学校では、令和４年度と比較して、病気欠席が87人増加、不登校が414人増加し、その他が69人減少

   している。

　　〇　県内公立小中学校長期欠席児童生徒（仙台市を除く）　5,713人

　　　　・小学校　2,568人

　　　　・中学校　3,145人
（２）学校調査
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（２）令和５年度における不登校児童生徒の状況について

○学年が上がるにつれ不登校児童生徒数が増加する傾向にある。

○どの学年も不登校児童生徒数が前年度より増加しているが、特に小学校低学年で前年度の２倍以上に増

加

　している。

○昨年度同様に中学校で不登校生徒数が大幅に増加している。

（３）不登校児童について把握した事実

【小学校】※複数回答（母数は不登校児童数1,891人）

151人, 8.0%

19人, 1.0%

29人, 1.5%

47人, 2.5%

68人, 3.6%

87人, 4.6%

125人, 6.6%

139人, 7.4%

150人, 7.9%

161人, 8.5%

272人, 14.4%

393人, 20.8%

413人, 21.8%

483人, 25.5%

489人, 25.9%

536人, 28.3%

560人, 29.6%

572人, 30.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

その他

遊び・非行に関する情報や相談があった

コロナ禍以降休みがちとなっている

いじめの被害の情報や相談があった

転編入学、進級時の不適応による相談があった

学校のきまり等に関する相談があった

教職員との関係をめぐる問題の情報や相談があった

個別の配慮（障害を除く）についての求めや相談があった

保護者が医療機関に相談していた

障害に起因する特別な教育的支援の求めや相談があった

家庭生活の変化に関する情報や相談があった

不安・抑うつの相談があった

友人関係をめぐる問題（いじめを除く）の情報や相談があった

親子の関わり方に関する問題の情報や相談があった

学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた

病気欠席することが多かった

生活リズムの不調に関する相談があった

学校生活にやる気が出ない等の相談があった

【小学校】 不登校児童について把握した事実（※複数回答）
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【中学校】※複数回答（母数は不登校生徒数2,728人）

○小中学校ともに「学校生活にやる気が出ない等の相談があった」が小学校30.2％、中学校34.0％と最も

　多く、続いて、「生活リズムの不調に関する相談があった」が多くなっている。

○小学校では、「親子の関わり方に関する問題の情報や相談があった」の割合が中学校より高い。

○中学校では、「不安・抑うつの相談があった」の割合が小学校より高い。

141人, 5.2%

21人, 0.8%

58人, 2.1%

85人, 3.1%

128人, 4.7%

134人, 4.9%

135人, 4.9%

167人, 6.1%

171人, 6.3%

256人, 9.4%

311人, 11.4%

474人, 17.4%

544人, 19.9%

671人, 24.6%

700人, 25.7%

733人, 26.9%

905人, 33.2%

928人, 34.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

その他

コロナ禍以降休みがちとなっている

いじめの被害の情報や相談があった

遊び・非行に関する情報や相談があった

教職員との関係をめぐる問題の情報や相談があった

学校のきまり等に関する相談があった

個別の配慮（障害を除く）についての求めや相談があった

転編入学、進級時の不適応による相談があった

障害に起因する特別な教育的支援の求めや相談があった

保護者が医療機関に相談していた

家庭生活の変化に関する情報や相談があった

親子の関わり方に関する問題の情報や相談があった

病気欠席することが多かった

友人関係をめぐる問題（いじめを除く）の情報や相談があった

学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた

不安・抑うつの相談があった

生活リズムの不調に関する相談があった

学校生活にやる気が出ない等の相談があった

【中学校】 不登校生徒について把握した事実（※複数回答）
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（２）家庭での過ごし方　

【小学校】※学校がある昼の時間帯に主に何をしているか。※複数回答（母数は不登校児童数1,891人）

【中学校】※学校がある昼の時間帯に主に何をしているか。※複数回答（母数は不登校生徒数2,728）

○小中学生ともに、インターネット、スマートフォンで動画の視聴やゲームを行っている割合が最も高

　い。

○テレビゲームの使用割合も多い。

○学習をしている小学生は46.0％、中学生は39.1％である。

○学校が提供した教材を使用している割合は、小学校で41.3％、中学校で33.4％である。

○昼の時間帯に寝ている小学生は22.7％、中学生は37.4％である。

1896人, 69.5%

1368人, 50.1%

1171人, 42.9%

853人, 31.3%

1068人, 39.1%

910人, 33.4%

87人, 3.2%

229人, 5.0%

1021人, 37.4%

707人, 25.9%

345人, 12.6%

286人, 10.5%

279人, 10.2%

201人, 7.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

１ ネット・スマホ

①動画視聴

②ゲーム

③SNS  

２ 学習

①学校が提供した教材

②学校のオンライン授業

③上記以外の教材

３ 寝ている

４ テレビゲーム

５ 読書（マンガ含む）

６ 音楽を聞く

７ テレビ

８ その他

【中学校】 家庭での過ごし方について

1070人, 56.6%

847人, 44.8%

647人, 34.2%

165人, 8.7%

870人, 46.0%

781人, 41.3%

70人, 3.7%

125人, 4.6%

721人, 38.1%

429人, 22.7%

279人, 14.8%

214人, 11.3%

58人, 3.1%

186人, 9.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１ ネット・スマホ

①動画視聴

②ゲーム

③SNS  

２ 学習

①学校が提供した教材

②学校のオンライン授業

③上記以外の教材

３ テレビゲーム

４ 寝ている

５ テレビ

６ 読書（マンガ含む）

７ 音楽を聞く

８ その他

【小学校】 家庭での過ごし方について
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（３）不登校児童生徒に対するアセスメント（見立て）について

【小学校】※母数は不登校児童数1,891人

120人, 6.3%

2人, 0.1%

12人, 0.6%

16人, 0.8%

28人, 1.5%

30人, 1.6%

68人, 3.6%

138人, 7.3%

138人, 7.3%

142人, 7.5%

294人, 15.5%

471人, 24.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

その他

教育事務所指導主事

県教育事務所カウンセラー

児相職員

特別支援学校のコーディネーター

心のサポート班職員

市町村教委指導主事

ケアハウス職員

医療機関の医師等

市町村担当課職員

スクールソーシャルワーカー

スクールカウンセラー

【小学校】 アセスメントに関わった専門職（※複数回答）

44.8%, 848人

47.8%, 581人

50.3%, 465人

24.2%, 457人

24.0%, 292人

24.2%, 224人

31.0% 586人

28.1% 342人

25.5% 236人

0人 200人 400人 600人 800人 1000人 1200人 1400人 1600人 1800人 2000人

R5不登校児童

R4不登校児童

R3不登校児童

【小学校】 当該児童に対するアセスメントと支援計画の作成について

専門職によるアセスメントをした上で，支援計画を立てた

専門職によるアセスメントを行わずに支援計画を立てた

支援計画を立てなかった

-5-



【中学校】※母数は不登校生徒数2,728人

○支援計画を立てた児童生徒数は、小学校が1,305人、中学校は1,597人である。そのうち、専門職による

　アセスメントを基に支援計画を作成した数は、小学校が848人、中学校は1,015人である。令和４年度に

　比べ、小中学校とも支援計画を作成した数は増えている。

○アセスメントに関わった専門職は、「スクールカウンセラー」が最も多く、小学校では471人、中学校

　では602人、続いて「スクールソーシャルワーカー」が多く、小学校で294人、中学校で369人だった。

63人 2.3%

10人 0.4%

11人 0.4%

15人 0.5%

17人 0.6%

32人 1.2%

40人 1.5%

107人 3.9%

125人 4.6%

145人 5.3%

369人 13.5%

602人 22.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

その他

教育事務所指導主事

県教育事務所カウンセラー

心のサポート班職員

市町村教委指導主事

特別支援学校のコーディネーター

児相職員

市町村担当課職員

ケアハウス職員

医療機関の医師等

スクールソーシャルワーカー

スクールカウンセラー

【中学校】 アセスメントに関わった専門職（※複数回答）

37.2%, 1015人

44.8%, 1036人

47.6%, 952人

21.3%, 582人

22.9%, 530人

17.3%, 345人

41.5%, 1131人

32.3%, 748人

35.1%, 702人

0人 500人 1000人 1500人 2000人 2500人 3000人

R5不登校生徒

R4不登校生徒

R3不登校生徒

【中学校】 当該児童に対するアセスメントと支援計画の作成について

専門職によるアセスメントをした上で，支援計画を立てた

専門職によるアセスメントを行わずに支援計画を立てた

支援計画を立てなかった
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（４）学校における他機関等との連携について

【小学校】※母数は不登校児童数1,891人

84人, 4.4%

23人, 1.2%

29人, 1.5%

37人, 2.0%

41人, 2.2%

45人, 2.4%

47人, 2.5%

48人, 2.5%

61人, 3.2%

141人, 7.5%

154人, 8.1%

208人, 11.0%

216人, 11.4%

224人, 11.8%

419人, 22.2%

688人, 36.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

その他

児童生徒の心のサポート班

総合教育センター

児童相談所，福祉事務所等

民生委員，P役員

保健所，精神保健福祉センター

県教育事務所

けやき教室

フリースクール等民間施設

学校間で情報を共有

市町村保健福祉担当課

市町村教育委員会

ケアハウス等

病院，診療所

スクールソーシャルワーカー

スクールカウンセラー

【小学校】 他機関との連携（※複数回答）

1221人

64.6%

874人

71.9%

693人

74.9%

670人

35.4%

341人

28.1%

232人

25.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5小学校

R4小学校

R3小学校

【小学校】他機関・病院等との連携の有無

連携した 連携しなかった
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【中学校】※母数は不登校生徒数2,728人

○小学校の不登校児童1,891人中、学校が他機関等と連携したのは1,221人（64.6％）、連携しなかったの

　は670人（35.4％）である。

○中学校の不登校生徒2,728人中、学校が他機関等と連携したのは1,596人（58.5％）、連携しなかったの

　は1,132人（41.5％）である。

○令和４年度に比べ、小中学校ともに他機関・病院等と連携して支援に当たった人数は増えているもの

　の、不登校児童生徒全体に占める割合は減少している。

○他機関等との連携先は、小中学校ともに「スクールカウンセラー」や「スクールソーシャルワーカー」

　「病院、診療所」「ケアハウス等」が多い。次いで小学校では「市町村教育委員会」

　となり、中学校では「学校間で情報を共有」となっている。

59人, 2.2%

18人, 0.7%

21人, 0.8%

26人, 1.0%

39人, 1.4%

66人, 2.4%

67人, 2.5%

74人, 2.7%

76人, 2.8%

130人, 4.8%

168人, 6.2%

191人, 7.0%

267人, 9.8%

303人, 11.1%

478人, 17.5%

806人, 29.5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

その他

民生委員，P役員

保健所，精神保健福祉センター

児童生徒の心のサポート班

総合教育センター

フリースクール等民間施設

県教育事務所

児童相談所，福祉事務所等

けやき教室

市町村保健福祉担当課

市町村教育委員会

学校間で情報を共有

病院，診療所

ケアハウス等

スクールソーシャルワーカー

スクールカウンセラー

【中学校】 他機関との連携（※複数回答）

1596人

58.5%

1575人

68.1%

1401人

70.1%

1132人

41.5%

739人

31.9%

598人

29.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5中学校

R4中学校

R3中学校

【中学校】他機関・病院等との連携の有無

連携した 連携しなかった
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（５）教育機会確保法に基づく，多様な教育機会の確保について

【小学校】※母数は不登校児童数1,891人

834人

90.2%

1139人

93.7%

1788人

94.6%

91人

9.8%

76人

6.3%

103人

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R3小学校

R4小学校

R5小学校

【小学校】 教育機会の確保について

教育機会を確保した 教育機会を確保できなかった

43人 2.3%

12人 0.6%

34人 1.8%

53人 2.8%

109人 5.8%

238人 12.6%

281人 14.9%

587人 31.0%

597人 31.6%

1409人 74.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

児童生徒支援ネットワーク訪問指導員

けやき教室

フリースクール・民間

ケアハウス等

放課後登校

ICT活用

別室での学習

家庭訪問を通じての学習

登校時の在籍学級

【小学校】 教育機会確保の具体例（※複数回答）

61人, 3.2%

38人, 2.0%

30人, 1.6%

12人, 0.6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

本人の理解が得られなかった

保護者の理解が得られなかった

家庭との連絡がつかなかった

その他

【小学校】 教育機会を確保しなかった理由（※複数回答）
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○小学校では94.6％にあたる1,788人の児童の教育機会が確保されており、令和４年度よりも増加してい

　る。具体例としては、「登校時の在籍学級での学習」が最も多く、次いで「家庭訪問を通じての学習」

　「別室での学習」が多くなっている。

○中学校では91.1％にあたる2,486人の生徒の教育機会が確保されており、令和４年度よりも増加してい

　る。具体例としては、「登校時の在籍学級での学習」が最も多く、次いで「別室での学習」、「家庭訪

　問を通じての学習」が多くなっている。

○小中学校ともに、教育機会が確保できなかった理由として、「本人の理解が得られなかった」が最も多

　い。

【中学校】※母数は不登校生徒数2,728人

（53.2%）

（39.5%）

（47.6%）

27人 1.0%

23人 0.8%

58人 2.1%

65人 2.4%

167人 6.1%

350人 12.8%

395人 14.5%

883人 32.4%

1048人 38.4%

1438人 52.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

児童生徒支援ネットワーク訪問指導員

フリースクール・民間

けやき教室

ケアハウス等

放課後登校

ICT活用

家庭訪問を通じての学習指導

別室での学習

登校時の在籍学級

【中学校】 教育機会確保の具体例（※複数回答）

187人 6.9%

35人 1.3%

32人 1.2%

38人 1.4%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

本人の理解が得られなかった

保護者の理解が得られなかった

家庭との連絡がつかなかった

その他

【中学校】 教育機会を確保しなかった理由（※複数回答）

1736人

86.8%

2071人

89.5%

2486人

91.1%

263人

13.2%

243人

10.5%

242人

8.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R3中学校

R4中学校

R5中学校

【中学校】 教育機会の確保について

教育機会を確保した 教育機会を確保できなかった
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（６）不登校児童生徒への校内での取組について

【小学校】（※複数回答）※母数は不登校児童数1,891人

69人, 3.6%

29人, 1.5%

276人, 14.6%

291人, 15.4%

448人, 23.7%

481人, 25.4%

491人, 26.0%

495人, 26.2%

502人, 26.5%

526人, 27.8%

578人, 30.6%

680人, 36.0%

715人, 37.8%

761人, 40.2%

1028人, 54.4%

1163人, 61.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

県教委リーフレットを活用した研修会

教育相談担当による指導

養護教諭による指導

家庭訪問での相談・指導・援助

個人記録票作成の作成・活用

保護者の協力による生活改善

学校全体で指導

個別の指導など分かる授業の工夫

友人関係改善のための指導

別室登校による指導

SC,SSW,相談員による支援

教師と触れ合うなどの関係改善

意欲的に活動する場面の工夫

研修会や事例研究による共通理解

電話をかけるなどの働き掛け

【小学校】 当該児童生徒に対する学校の取組（※複数回答）

R5小学校 R4小学校 R3小学校
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x

【中学校】（※複数回答）※母数は不登校生徒数2,728人

○小中学校ともに、「電話をかけるなどの働き掛け」が最も多く、次に「不登校について、研修会や事例

　研究を通じて全教師の共通理解を図った」が多い。

○小学校では、「意欲的に活動する場面の工夫」や「教師と触れ合うなどの関係改善」に取り組んだ学校

　が多い。

○中学校では、「家庭訪問での相談・指導・援助」や「別室登校による指導」に取り組んだ学校が多い。

79人, 2.9%

71人, 2.6%

237人, 8.7%

321人, 11.8%

434人, 15.9%

677人, 24.8%

684人, 25.1%

714人, 26.2%

851人, 31.2%

860人, 31.5%

923人, 33.8%

950人, 34.8%

1008人, 37.0%

1122人, 41.1%

1328人, 48.7%

1743人, 63.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

県教委リーフレットを活用した研修会

教育相談担当による指導

養護教諭による指導

個別の指導など分かる授業の工夫

友人関係改善のための指導

個人記録票作成の作成・活用

学校全体で指導

SC,SSW,相談員による支援

保護者の協力による生活改善

意欲的に活動する場面の工夫

教師と触れ合うなどの関係改善

別室登校による指導

家庭訪問での相談・指導・援助

研修会や事例研究による共通理解

電話をかけるなどの働き掛け

【中学校】 当該児童生徒に対する学校の取組（※複数回答）

R5中学校 R4中学校 R3中学校
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